
重要事項説明書

社会福祉法人札幌慈啓会

札幌市稲寿園訪問介護事業所

札幌市手稲区曙５条２丁目２番２１号

TEL　 (011)　682-2160



１．事業の目的と運営方針

２．当事業所が提供するサービスについての相談窓口

       電話　０１１－６８２－２１６０　平日　（　午前８時４５分～午後５時３０分まで　）

　　　　　　担当　　　  加賀谷　美樹　

                      ＊ ご不明な点は、何でもおたずねください。

３．当事業所の法人概要

４．札幌市稲寿園訪問介護事業所の概要

   （１）提供できるサービスの種類と地域
 

               ※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

   （２）同事業所の職員体制　

 

   （３）サービスの提供時間帯

 通常時間帯 早 朝 夜 間 深 夜 備　考

8:00～18:00 6:00～8:00 18:00～22:00 22:00～6:00

 従業者 介護職員 ２．５名以上 指定訪問介護の提供

 管理者 社会福祉主事 １名 事業所の運営・管理

 サービス提供責任者 介護福祉士 ３名以上 訪問介護計画の作成、利用申し込みに係る調整等

　介護保険指定番号 　事業所番号　０１７０４００１２１

　サービスを提供する
　札幌市手稲区、西区、北区

　地域　　※

資格 常勤 非常勤 業務内容

　管理者 　髙橋　範祥

　連絡先 　ＴＥＬ　０１１－６８２－２１６０

　ＦＡＸ　０１１－６８２－１７５１

　事業所名 　札幌市稲寿園訪問介護事業所

　所在地 　札幌市手稲区曙５条２丁目２番２１号

　サービスの種類 　訪問介護

　ＦＡＸ　０１１－５６１－８２９８

　法人種別 　社会福祉法人

　代表者 　理事長　　太田　眞琴

　事業者名 　社会福祉法人　札幌慈啓会

　所在地 　札幌市中央区旭ケ丘５丁目６番５１号

　連絡先 　ＴＥＬ　０１１－５６１－８２９１

札幌市稲寿園訪問介護事業重要事項説明書

　　要介護状態及び要支援(事業対象者)状態にある方に対し、適正な訪問介護・第１号訪問事業

　(日常生活支援総合事業)を提供する事により、要介護状態・要支援(事業対象者)状態の維持、

　改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。また、関係市町村、地域の

　保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。



             　※ 時間帯により料金が異なります。（早朝・夜間の場合２５％増し）

             　※ 上記以外のご利用希望の方はお申し出ください。
 

５．サービス内容

   （１）身体介護                　

入浴の介助の他、入浴が困難な方には体を拭く（清拭）など

         　　　（預金・貯金の引き出しや預け入れは、原則としてできません。）

　　　　　（ご家族の調理は原則として行いません。）

　　      （ご利用者以外の居室、庭等の掃除は原則として行いません。）

          （ご家族の洗濯は原則として行いません。）

 　 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、別紙の料金表のとおりとなります。

　　ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

２　ご利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間を越えるサービスもしくは介

　  護給付対象外のサービスを提供する場合は、別紙料金表のとおり利用料金を徴収します。

　　サービス提供地域におけるサービス利用については、交通費は無料です。

急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は、至急

   （３）キャンセル料

・洗濯  ・・・・・・ ご利用者の洗濯を行います。

６．利用料金

   （１）利用料　

      （２）交通費

・調理  ・・・・・・ 食事の用意をします。

・掃除  ・・・・・・ 居室の掃除を行います。

    (２）生活援助                   

・買い物  ・・・・・・ 日常生活に必要となる物の買い物を行います。

・排泄介助  ・・・・・・ トイレへの介助、おむつの交換を行います。

・体位変換など  ・・・・・・ 寝たきりの方の体位の交換をします。

・食事介助  ・・・・・・ 食事の介護を行います。

・入浴介助  ・・・・・・

いたします。

日曜日 × × × ×

　※ 日曜日・年末年始（１２月３０日～１月３日）は原則的に休業いたします

平　日 ○ 7:00～8:00 18:00～20:00 ×

土曜・祭日 ○ 7:00～8:00 18:00～20:00 ×



ご連絡ください。                                                          

 

　　　① 　ご利用者の住居にてサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気などご利用

　　　　 者のご負担になります。

    　    毎月前月分の請求をいたしますので、当月中にお支払いください。

   　     お支払い方法は指定口座からの引き落とし、または振込みとなります。

  　  ③　ヘルパーの変更等希望される方はお申し出下さい。

    　　当事業所と契約後、担当の介護支援専門員の居宅サービス計画に沿って「訪問介護計画」

　　　　もしくは「札幌市訪問介護相当型サービス」を作成しそれに基づきサービスを開始します。
　　　　

    ①　ご利用者のご都合でサービスを終了する場合

    ②　当事業所の都合でサービスを終了する場合

　　　　人員不足などやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござ

　　　います。その場合は、終了１ヶ月前までにご連絡いたします。

        以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

        ・　ご利用者が介護保険施設に入所した場合

        ・　介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

　　　　　 と認定された場合

        ・　ご利用者がお亡くなりになった場合

        ・　当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利

　　　　　用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破

　　　　　産した場合、ご利用者は即座にサービスを終了することができます。

        ・　ご利用者が、サービス利用料金の支払いを３０日以上遅延し、料金を支払うよう催

　　　　　告したにもかかわらず指定期日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが

　　　　　当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの不信行為を

　　　　　行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合

　　　　　がございます。　

  　  ②　料金のお支払い方法

７．サービスの利用方法

（１）サービスの利用開始

（２）サービスの終了

    ③　自動終了

    ④　その他

 ご利用の訪問時間までに
ご連絡いただいた場合

　無料

 中止のご連絡が間に合わず
職員がお伺いした場合

1,500円

　 （４）その他



　　①　指定訪問介護のサービスをご利用にあたり、原則として親族の代表者として身元引受人を

　　　必ずお願いいたします。

　　②　身元引受人は、原則としてご利用者の親族の中から話し合いによって決定していただきま

　　　す。

　　③　身元引受人は、ご契約者に対するすべての責任を負うものとします。

　　④　身元引受人は、指定訪問介護のサービス提供について十分に理解し、他の親族と十分に協

　　　議し家族・親族側から訪問介護事業所に対する関わり、要望等を統一していただく責務を負

　　　います。

　　①　連帯保証人になる方については、本契約から生じる利用者の債務について、極度額２０万

　　　円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くなった

　　　ときに確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。

　　②　連帯保証人からの請求があった場合には、本会及び当事業所には、連帯保証人の方に利用

　　　料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償額等、利用者のすべての債務の額等に関する情報

　　　を提供します。

　　当施設は、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、次のとおり速や

　かに対応するとともに、再発の防止に努めます。     

　①　事故が発生した場合は、速やかに主治医、ご家族等に連絡し、必要な措置を講じるととも

　　に管理者に報告します。

　②　発生した事故の状況及び事故に対して採った処理等について記録します。

　③　賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。

　④　発生した事故の原因を解明し、再発の防止のための対策を講じます。

      事業所及び事業所の従業者は、サービス提供をするうえで知り得たご利用者及びそのご家族

    に関する秘密について、サービス担当者会議及びご利用者や第三者の生命、身体等に危険があ

　  る場合などの正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

２　事業所がサービスを提供する際にご利用者やご家族に関して、知り得た情報について、

　サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要になります。使用にあたっては、

　ご利用者とご家族の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名押印を頂くことになりま

　す。

苦情受付時間 　平　日　　８：４５～１７：３０

（３）身元引受人

（４）連帯保証人

８．事故発生時の対応

９．秘密保持

１０．サービス内容に関する苦情等の連絡先

苦情受付担当者　　　髙　橋　　範　祥



※苦情・相談の内容によって手順は異なります。

○　第三者委員

　札幌市社会福祉協議会常務理事　　　　　　　　　  　　高  棹  則  嗣

　札幌市社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　矢　吹　徹　雄　電話　　０１１－６１４－３３４５

　　弁　護　士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢　吹　徹　雄

　矢吹法律事務所 　電話　　０１１－２３１－５２４３

　特　任　教　授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　友　芳　恵
　北海道藤女子大学 　電話　　０１１－７３６－０３１１

※当指定介護福祉施設事業所以外に下記の相談・苦情窓口などに要望や苦情を伝えること

ができます。

○札幌市高齢保健福祉部介護保険課 電話 ０１１－２１１－２５４７

○札幌市手稲区役所保健福祉部保健福祉課 電話 ０１１－６８１－２４００

○北海道福祉サービス運営適正課委員会 電話 ０１１－２０４－６３１０

○北海道国民健康保険団体連合会 電話 ０１１－２３１－５１６１

　　　　ＦＡＸ　０１１－６８２－１７５１

対 応 手 順

苦情申出

↓

苦情受付担当者（サービス提供責任者）

↓

苦情解決責任者（施設長、管理責任者）、

第三者委員を含む改善・解決を図る話し合い

↓

苦情解決結果の公表

苦情受付窓口 　〒006-0835　札幌市手稲区曙５条２丁目２番２１号

　　　　札幌市稲寿園訪問介護事業所

        電　話　０１１－６８２－２１６０



（来所・文書・電話等）

　

1 苦情の受付
2 書面による記録
①苦情の内容
②苦情申出人の希望等
③第三者委員への報告の要否
④苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員

の助言、立会いの要否
3 苦情の解決・改善のまでの経過・結果の記録確認と報告

1 苦情解決責任者から受付けた苦情内容の報告聴取
2 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
3 苦情申出人からの苦情の直接受付
4 苦情申出人への助言
5 事業者への助言
6 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
7 苦情解決責任者からの苦情に係る事業の改善状況等の報告聴取
8 日常的な状況把握と意見傾聴

（苦情の件数、内容、処遇の改善経過、結果）
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苦情解決結果の公表（事業報告書・広報誌）
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第　 三 　者 　委　 員
　　　　　　　　高棹 則嗣（札幌市社会福祉協議会　常務理事）

　　　　　　　　矢吹　徹雄（弁護士）

　　　　　　　　大友　芳恵（藤女子大学 特任教授）
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社会福祉法人札幌慈啓会苦情解決実施要綱（概要）
苦　情　受　付　の　流　れ

苦　　情　　申　　出　　人
利用者、家族、代理人、民生委員、事業者の職員等で福祉等のサービスの

提供に関する状況を具体的に把握している者　　　　　　　　　　　　　
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